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●　家庭から排出されるものに限ります。
●　蛍光管（直管型、環型・丸型、電球型）は、購入時の箱や筒、新聞紙などに包んで

割れないように出してください。
●　一次電池（アルカリ電池、マンガン電池など）は、電池専用回収箱に入れてくださ

い。
注）蛍光管の破損したものは、『もえないごみ』に出してください。
注）白熱球、ハロゲン電球、ＬＥＤ照明は、『もえないごみ』に出してください。（水銀

が含まれていないため）
注）二次電池（リチウムイオン電池などの充電式電池）、ボタン電池は出せません。回

収協力店に相談してください。
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ガラス・陶

器・金属類

（毎月第１）
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【お問い合わせ先】 　市環境課 q62－2111　 清養園クリーンセンター q62－2878　　遠野中継 センター q63－1013

不燃粗大ごみ
（毎月第１）

廃家電類
（毎月第１）

●　ごみは収集指定日の当日、午前８時30分までに居住する地域の集積所に出してください。

●　収集指定日の前日や夜、収集した後、また、居住する地域以外の集積所には出さないでください。

●　指定袋以外の袋に入れていたり、分別されていないごみ、処理できないごみは、違反ごみとして収集しません。

●　集積所に残されたごみは、排出者が持ち帰り、収集日や分別方法を再確認のうえ、次の収集指定日に出してください。

●　４R（発生回避・発生抑制・再使用・再資源化）にご協力をお願いします。

● 紙ひもで十字に縛って出してください。
● 牛乳パックは、洗って開き、乾かして出してください。
● 段ボールは、テープや金具を、なるべく外して出してください。
● 紙製の米袋・飼料袋は、清養園クリーンセンターへの持ち込みに限ります。
● 牛乳パック以外の紙パックは、『もえるごみ』に出してください。
注）紙おむつ、ちりがみ、汚れた紙、緩衝材つきの段ボール、感熱紙（レシートなど）

は、『もえるごみ』に出してください。

● ボトル缶のアルミキャップは、外して飲料缶と一緒に出してください。

● アルミ缶とスチール缶は同じコンテナに入れてください。

● つぶさずに出していただいて構いません。

● 飲料用以外の缶（缶詰缶、のりの缶など）は、『もえないごみ』に出してください。

● コンテナに色別（無色、茶色、その他）に入れてください。
● 飲料用、食品用のびんに限ります。
注）ふたは外し、金属製は『もえないごみ』、プラスチック製は『プラスチック製容器

包装』に出してください。
注）化粧びん、油びん、哺乳びんは、『もえないごみ』に出してください。
注）リターナブルびん（一升びん、ビールびん）は、資源集団回収に出すか販売店に相

談してください。ただし、一升びんのうち茶・緑以外のびんはびん類として出すこ
とができます。

● 飲料用、特定調味料（しょうゆ、めんつゆ、料理酒、みりん等）用のペットボトル

に限ります。

● ラベルとキャップは、外して『プラスチック製容器包装』に出してください。

注）汚れの取れないもの、切ったり色を塗ったものは『もえるごみ』に出してください。

注）色のついたペットボトルは、『もえるごみ』に出してください。

● 菓子袋などは、中身が残らないように軽くすすいでください。

注）食用油やマヨネーズなど、汚れが取れないものは『もえるごみ』に出してください。

注）プラスチック製品（おもちゃ、タッパーなど）は、プラスチック製容器包装ではあ

りません。『もえるごみ』に出してください。

● ビニール袋にまとめて衣類回収ボックスへ入れてください。
● 洋服、着物などが対象です。革製品（靴・バック・ベルト等）は、対象外になりましたので、『もえるごみ』として出してください。
注）汚れていたり破損しているもの、靴下や下着は、『もえるごみ』に出してください。
注）タオル、毛布等の寝具、カーテンなどは衣類ではありません。大きいものは『可燃粗大ごみ』に、小さいものは『もえるごみ』に出してくだ

さい。　

● 回収品目が限定されています。市のホームページ等で確認してください。
● 個人情報は必ず削除してください。
● 投入されたものは返却できません。
●　宅配回収（リネットジャパンリサイクル㈱）もご活用ください。
● 乾電池は外し適切に排出してください。
注）回収品目以外の家電は、『もえないごみ』に出してください。
注）家電リサイクル法の対象製品は出せません。（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）
注）回収対象品目は、ノートパソコンを除き『もえないごみ』として集積所に出すこと

も可能です。

● 刃物、針、ガラス破片などは、ふた付きの缶やびんに入れるか、新聞紙などに包み、

中に何が入っているかわかるように記入して出してください。（例『包丁』）

注）スプレー缶は、使い切り、必ず３箇所以上穴をあけて出してください。

注）取り外し出来るゴム部分やプラスチック部分は、『もえるごみ』に出してください。

● ファンヒーターや石油ストーブなどは、タンクや内部の灯油を空にして出してくだ

さい。

● 雨戸・雨どい・サッシ・トタン板は持ち込みに限ります。

●　乾電池は外し適切に排出してください。

注）家電リサイクル法の対象製品は出せません。（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）

● もえるごみは、市の指定袋に入れて袋の口を閉じて出してください。
● 指定袋には、町名・行政区・氏名を記入してください。
● ホースなどの長いものは、50ｃｍ以内に切ってください。
● 焼却灰は飛散防止のため、必ず湿らせてください。
● 草は乾燥させてから指定袋に入れて出してください。剪定枝・木くず等は、集積

所・持ち込み共に直径7cm以下、長さ50ｃｍ以内に揃えて縛って出してください。
多量の場合は持ち込みしてください。

● 草、剪定枝・木くず等を持ち込む場合、１日800ℓ（軽トラック荷台アオリ高程度）
までの量としてください。

注）未使用のマッチ・花火は十分に水に浸してから出してください。

● 布団、毛布、カーペットなどは広がらないように、たたむか丸めて縛って出してく
ださい。

● たたみ、木製家具（タンス・机）等は、遠野中継センターに持ち込んでください。
注）木製家具等の金具、ガラス類は取り外してください。
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産業廃棄物
建築廃材、石材、産業機材、業務用印刷機、事業系ご
み（廃プラスチック類、発泡スチロール、ゴムくず、
金属くず、基板類、廃油、燃え殻、汚泥）など

処理困難物

タイヤ、火薬、シンナー、ペンキ、劇薬、オートバイ、
農機具、塩ビ管、リヤカー、オイル、スプリングの入
ったソファーやマットレス、注射器、風呂釜、ボイラ
ー、火災廃材、噴霧器（電動）など

家電リサイクル法・
資源有効利用促進法
指定物

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾
燥機、二次電池（リチウムイオン電池などの充電式電
池）など

処分したいときは

● ボタン電池・二次電池などは、販売店または取扱店等に相談してください。

● タイヤや自動車等の部品類は、販売店またはガソリンスタンド等に相談し

てください。

● 農機具や農業用廃プラスチック類は、販売店または取扱店等に相談してく

ださい。

● スプリングの入ったソファーやマットレスなどは、下記の一般廃棄物収集

運搬許可業者等に相談してください。

● 家電リサイクル法の指定品目を処分するときは、家電の販売店または取扱

店に引取りを依頼してください。

遠野テレビ（11ch）のデータ放送で

「ごみ分別事典」を見ることができます。

中身を空にして、軽くすすいでください

中身を空にして、軽くすすいでください

ごみを持ち込むときは
ごみの区分 持ち込み先・受付日

案

内

図

ごみの持ち込みについて

遠野中継センター・

岩手中部クリーンセンター

清養園クリーンセンター

廃棄物再生利用施設

【遠野中継センター】 綾織町新里18－69－２（TEL 63－1013）
■受付日 月曜日～金曜日（祝日を含む）

【岩手中部クリーンセンター】 北上市和賀町後藤３ー60（TEL 0197-72-8286）
■受付日 月曜日～土 曜日（祝日を含む）≪12/30～１/２休業≫
規格制限（量、長さ、太さ、大きさ）がありますので、事前にご確認ください。

【清養園クリーンセンター 廃棄物再生利用施設】 綾織町新里18－84－６（TEL 62－2878）

■受付日
＜もえないごみ＞
毎月１日から７日までの月曜日～金曜日（祝日を含む）、第１日曜日（12時～13時除く）

＜資源ごみ・有害ごみ＞
毎月８日から末日までの月曜日～金曜日（祝日を含む）

もえるごみ

もえないごみ

資源ごみ

有害ごみ

受付時間 ： 午前８時４５分 ～ 午後４時３０分

引っ越しや大掃除などで大量にごみを出す場合や、
市の施設で処理できないごみを処分したい場合は、
下記の許可業者に依頼して下さい。（有料）

一般廃棄物収集運搬許可業者

（有）遠野地区清掃社
TEL 62－3510（綾織町新里18－69－３）

（有）遠野環境企画
TEL 62－9366（青笹町青笹４－54－２）

（有）遠野地方運送
TEL 63－1633（青笹町青笹14－91）

丸和運送（有）
TEL 67－6127（宮守町達曽部４－43）有 料

※搬入できるごみの寸法は「180×

100×60cm」以内です。

※小動物を搬入される場合は、寸

法「60×60×80cm」以内の箱

に入れてください。

手数料

もえるごみ

130円/10kg

小動物

1,200円/１体

手数料
もえないごみ

130円/10kg

衣類は当面、もえるごみに出してください
（ ）

有 料

リモコンの「ｄデータ」ボタン→「ごみ出しカレンダー」
→「ごみの分別事典」




